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▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

 実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

  

  

料金表 

通則 

料金表 

通則 

 （専用サービスの区別等） 

14の２ 当社は、この料金表を適用するにあたって、Universal Oneサービスの区別等と

して、次のとおり専用サービスの区別等を定めます。 

(1)〜(3) （略） 

 （専用サービスの区別等） 

14の２ 当社は、この料金表を適用するにあたって、Universal Oneサービスの区別等と

して、次のとおり専用サービスの区別等を定めます。 

(1)〜(3) （略） 

 

(4) 専用サービスには、次の通信又は保守の態様による細目があります。 

ア 契約者回線等の二重化に係る区別 

 契約者回線等の二重化に係る区別に関する取扱いについては、ＶＰＮサービスの

レイヤー２の場合に準ずるものとします。 

 ただし、料金表第３表（附帯サービスに関する料金）に定めるUniversal Oneター

ミナル Ｌ２アダプターについては、ＶＬＡＮ多重機能を利用してＶＰＮサービスと

の混在多重を行う場合を除き、提供しません。 

 

(4) 専用サービスには、次の通信又は保守の態様による細目があります。 

ア 契約者回線等の二重化に係る区別 

 契約者回線等の二重化に係る区別に関する取扱いについては、ＶＰＮサービスの

レイヤー２の場合に準ずるものとします。 

 

イ〜ウ （略） 

 

イ〜ウ （略） 

 

15〜16 （略） 

 

15〜16 （略） 

 

 （専用サービスのＳＬＡに係る料金の扱い） 

17 専用サービスのＳＬＡに係る料金の扱いについては、次のとおりとします。 

 

 （専用サービスのＳＬＡに係る料金の扱い） 

17 専用サービスのＳＬＡに係る料金の扱いについては、次のとおりとします。 

(1) （略） (1) （略） 

 

(2) 当社は、別記１に規定する当社の提供区間（開通遅延ＳＬＡについては、別記13に

規定する回線制御装置（料金表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定するUniv

ersal Oneターミナル等に限り、予備機を除きます。）に係る区間を含みます。）におい

て、次に規定するＳＬＡの適用事象が発生した場合は、その返還基準額に料金返還率

を乗じて得た額を、返還料金額としてUniversal One契約者に返還します。 

 

(2) 当社は、別記１に規定する当社の提供区間において、次に規定するＳＬＡの適用事

象が発生した場合は、その返還基準額に料金返還率を乗じて得た額を、返還料金額と

してUniversal One契約者に返還します。 
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ア 開通遅延ＳＬＡ ア 開通遅延ＳＬＡ 

(ア) 開通遅延ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとおりと

します。 

(ア) 開通遅延ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとおりと

します。 

 適用事象 返還基準額 料金返還率   適用事象 返還基準額 料金返還率  

 Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、開通

予定⽇にその

専用サービス

の提供を開始

できなかった

とき 

その専用サービ

スの提供を開始

した⽇における

定額通信料、デュ

アルアクセス機

能に係る付加機

能利用料、コネク

ト機能に係る付

加機能利用料及

び料金表第３表

に定める回線制

御装置使用料（U

niversal Oneタ

ーミナル等に係

るものに限り、予

備機に係るもの

を除きます。以下

この通則17にお

いて同じとしま

す。） 

   Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、開通

予定⽇にその

専用サービス

の提供を開始

できなかった

とき 

その専用サービ

スの提供を開始

した⽇における

定額通信料、デュ

アルアクセス機

能に係る付加機

能利用料及びコ

ネクト機能に係

る付加機能利用

料 

  

            

            

  

（略） 

    

（略） 

  

              

              

              

        

          

(イ)〜(ウ) （略） (イ)〜(ウ) （略） 

 

イ 故障回復時間ＳＬＡ 

 

イ 故障回復時間ＳＬＡ 

(ア) 故障回復時間ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとお

りとします。 

(ア) 故障回復時間ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとお

りとします。 

 適用事象 返還基準額 料金返還率   適用事象 返還基準額 料金返還率  

 Universal On その専用サービ (1) （略）   Universal On その専用サービ (1) （略）  
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 e契約者の責め

によらない理

由により、その

専用サービス

の利用不能時

間が30分（シ

ングル用ＳＬ

Ａの場合は２

時 間 と し ま

す。）以上連続

したとき 

スを全く利用で

きない状態が発

生した時点にお

ける定額通信料、

デュアルアクセ

ス機能に係る付

加機能利用料、コ

ネクト機能に係

る付加機能利用

料及び料金表第

３表に定める回

線制御装置使用

料 

(2) （略）   e契約者の責め

によらない理

由により、その

専用サービス

の利用不能時

間が30分（シ

ングル用ＳＬ

Ａの場合は２

時 間 と し ま

す。）以上連続

したとき 

スを全く利用で

きない状態が発

生した時点にお

ける定額通信料、

デュアルアクセ

ス機能に係る付

加機能利用料及

びコネクト機能

に係る付加機能

利用料 

(2) （略）  

            

            

            

            

            

               

          

(イ)〜(キ) （略） (イ)〜(キ) （略） 

 

ウ 故障通知時間ＳＬＡ 

 

ウ 故障通知時間ＳＬＡ 

(ア) 故障通知時間ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとお

りとします。 

(ア) 故障通知時間ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとお

りとします。 

 適用事象 返還基準額 料金返還率   適用事象 返還基準額 料金返還率  

 Universal One契約者の責め

によらない理由により、その専

用サービスが全く利用できな

い状態であることを当社が知

った時刻から起算して、30分

以内にその状態であることを

Universal One契約者があら

かじめ指定した連絡先に通知

しなかったとき 

その専用サービスが全く

利用できない状態である

ことを当社が知った時点

における定額通信料、デュ

アルアクセス機能に係る

付加機能利用料及び料金

表第３表に定める回線制

御装置使用料 

（略）   Universal One契約者の責め

によらない理由により、その専

用サービスが全く利用できな

い状態であることを当社が知

った時刻から起算して、30分

以内にその状態であることを

Universal One契約者があら

かじめ指定した連絡先に通知

しなかったとき 

その専用サービスが全く

利用できない状態である

ことを当社が知った時点

における定額通信料及び

デュアルアクセス機能に

係る付加機能利用料 

（略）  

(イ)〜(ウ) （略） (イ)〜(ウ) （略） 

 

エ ネットワーク稼働率ＳＬＡ 

 

エ ネットワーク稼働率ＳＬＡ 
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(ア) ネットワーク稼働率ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表

のとおりとします。 

(ア) ネットワーク稼働率ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表

のとおりとします。 

 適用事象 返還基準額 料金返還率   適用事象 返還基準額 料金返還率  

 Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、ネッ

トワーク稼働

率が99.99％

（シングル用

ＳＬＡの場合

は99.8％とし

ます。）を下回

ったとき 

その料金⽉にお

ける定額通信料、

デュアルアクセ

ス機能に係る付

加機能利用料、コ

ネクト機能に係

る付加機能利用

料及び料金表第

３表に定める回

線制御装置使用

料 

(1) （略）   Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、ネッ

トワーク稼働

率が99.99％

（シングル用

ＳＬＡの場合

は99.8％とし

ます。）を下回

ったとき 

その料金⽉にお

ける定額通信料、

デュアルアクセ

ス機能に係る付

加機能利用料及

びコネクト機能

に係る付加機能

利用料 

(1) （略）  

 (2) （略）   (2) （略）  

            

            

            

            

          

(イ)〜(カ) （略） (イ)〜(カ) （略） 

 

オ 回線稼働率ＳＬＡ 

 

オ 回線稼働率ＳＬＡ 

(ア) 回線稼働率ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとおり

とします。 

(ア) 回線稼働率ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとおり

とします。 

 適用事象 返還基準額 料金返還率   適用事象 返還基準額 料金返還率  

 Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、その

専用サービス

の回線稼働率

が99.9％（シ

ングル用ＳＬ

Ａの場合は98.

0％とします。）

を下回ったと

その料金⽉にお

ける定額通信料、

デュアルアクセ

ス機能に係る付

加機能利用料、コ

ネクト機能に係

る付加機能利用

料及び料金表第

３表に定める回

線制御装置使用

料 

(1) （略）   Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、その

専用サービス

の回線稼働率

が99.9％（シ

ングル用ＳＬ

Ａの場合は98.

0％とします。）

を下回ったと

その料金⽉にお

ける定額通信料、

デュアルアクセ

ス機能に係る付

加機能利用料及

びコネクト機能

に係る付加機能

利用料 

(1) （略）  

 (2) （略）   (2) （略）  

            

            

            

            

             



Universal Oneサービス契約約款（第1編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

5/17 

 き     き    

          

(イ)〜(オ) （略） (イ)〜(オ) （略） 

 

カ 帯域保証ＳＬＡ 

 

カ 帯域保証ＳＬＡ 

(ア) 帯域保証ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとおりと

します。 

(ア) 帯域保証ＳＬＡの適用事象、返還基準額及び料金返還率は次の表のとおりと

します。 

 適用事象 返還基準額 料金返還率   適用事象 返還基準額 料金返還率  

 Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、その

専用サービス

の帯域低下時

間が30分以上

連続したとき 

その専用サービ

スについて帯域

低下が発生した

時点における定

額通信料、デュア

ルアクセス機能

に係る付加機能

利用料及び料金

表第３表に定め

る回線制御装置

使用料 

   Universal On

e契約者の責め

によらない理

由により、その

専用サービス

の帯域低下時

間が30分以上

連続したとき 

その専用サービ

スについて帯域

低下が発生した

時点における定

額通信料及びデ

ュアルアクセス

機能に係る付加

機能利用料 

  

            

            

            

  

（略） 

    

（略） 

  

              

              

          

(イ)〜(オ) （略） (イ)〜(オ) （略） 

(3)〜(6) （略） (3)〜(6) （略） 

（注） （略） （注） （略） 

  

  

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

   ２ 料金額 

    ２－２ 付加機能利用料 

     ２－２－１ 代表契約に係るもの 

      ２－２－１－１〜２－２－１－２ （略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

   ２ 料金額 

    ２－２ 付加機能利用料 

     ２－２－１ 代表契約に係るもの 

      ２－２－１－１〜２－２－１－２ （略） 
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      ２－２－１－３ インターネット接続機能 

       (1) ＧＷ型 

 

      ２－２－１－３ インターネット接続機能 

       (1) 削除 

 ⽉額     

 区   分 単 位 料 金 額       

 インターネット接続を行うことができる

機能 

        

  ベスト

エフォ

ート型 

全拠点

型 

最大100Mbit/s

までの符号伝送

が可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープにつき１の

契約者回線等ご

とに 

3,000円 

(3,300円) 

         

   ＶＰＮ

型 

最大100Mbit/s

までの符号伝送

が可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

50,000円 

(55,000円) 

         

    最大１Gbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

200,000円 

(220,000円) 

         

  帯域確

保型 

ＶＰＮ

型 

最大１Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

30,000円 

(33,000円) 

         

    最大２Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

40,000円 

(44,000円) 

         

    最大３Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

50,000円 

(55,000円) 

         

    最大５Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

60,000円 

(66,000円) 

         

    最大７Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

70,000円 

(77,000円) 
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    最大10Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

90,000円 

(99,000円) 

         

    最大20Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

130,000円 

(143,000円) 

         

    最大30Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

160,000円 

(176,000円) 

         

    最大50Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

230,000円 

(253,000円) 

         

    最大70Mbit/sま

での符号伝送が

可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

300,000円 

(330,000円) 

         

    最大100Mbit/s

までの符号伝送

が可能なもの 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

410,000円 

(451,000円) 

         

 備考     

 １ 当社は、代表契約者に限り、この機能を提供します。 

２ 当社は、この機能に係る通信の品質を保証しません。 

 ただし、帯域確保型については、インターネットゲートウェイ装置（インタ

ーネット接続機能を提供するために当社がUniversal One網内に設置する装

置をいいます。以下同じとします。）とインターネット接続点との間の区間に

限り、上表の区分に定める符号伝送速度による通信を確保して提供します。 

    

 ３ この機能を利用する代表契約者は、この機能の提供を開始した⽇を含む料金

⽉の翌料金⽉から起算して、この機能の廃止があった⽇の前⽇を含む料金⽉ま

での期間（提供を開始した⽇と廃止があった⽇又はその前⽇が同一の料金⽉で

ある場合は、１料金⽉の間とします。）について、この機能に係る付加機能利

用料の支払いを要します。この場合において、当社は、第38条（利用料金の支

払義務）第２項第２号の表の規定に該当する場合を除いて、この機能に係る付

加機能利用料を⽇割しません。 
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 ４ 当社は、ベストエフォート型の全拠点型に係る付加機能利用料を適用するに

あたり、各料金⽉の末⽇における契約者回線等（この機能によりインターネッ

ト接続を行うことができるものであって、メイン契約及びレイヤー２のバック

アップ契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）の合

計数を算出し、その数をその料金⽉における契約者回線等の数として取り扱い

ます。 

    

 ５ 当社は、備考４の合計数の算出にあたり、その料金⽉に提供を開始した契約

者回線等を除き、その料金⽉の初⽇以外の⽇に回線契約の解除があった契約者

回線等を含めて計算します。 

 ただし、提供を開始した⽇と回線契約の解除があった⽇又はその前⽇が同一

の料金⽉である場合は、その契約者回線等を含めて計算します。 

    

 ６ この機能を利用する代表契約者は、この機能に係る区分の変更を１の料金⽉

につき１回まで請求することができます。 

    

 ７ 当社は、この機能に係る区分の変更があったときは、次の各号に定めるとこ

ろにより、変更後の区分に係る付加機能利用料を適用します。 

    

 (1) ベストエフォート型における、全拠点型とＶＰＮ型（最大100Mbit/sま

での符号伝送が可能なものに限ります。）との間の区分の変更があったとき

は、変更後の区分に係る付加機能利用料をその料金⽉における付加機能利用

料として適用します。 

    

 (2) (1)に定める区分の変更以外の区分の変更があったときは、変更後の区分

に係る付加機能利用料をその料金⽉の翌料金⽉における付加機能利用料と

して適用します。 

    

 ８ 次に掲げる通信の区分に係る回線契約者はこの機能による通信を行うこと

ができません。 

    

 (1) ギャランティアクセス（品目が音声伝送のものに限ります。） 

(2) ギャランティ（イーサ専用）アクセス（ＶＬＡＮ多重機能を利用してＶ

ＰＮサービスとの混在多重を行うものを除きます。） 

(3) ギャランティ（フレキシブルイーサ専用）アクセス 

    

 

       (2) （略） 

 

       (2) （略） 

 

      ２－２－１－４ ＶＰＮ間接続機能 

 

      ２－２－１－４ ＶＰＮ間接続機能 
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 ⽉額   ⽉額  

 区   分 単 位 料 金 額   区   分 単 位 料 金 額  

 この機能を利用するＶＰＮグループと、

代表契約者があらかじめ指定する他のＶ

ＰＮグループとの間の通信を可能とする

機能であって、ＶＰＮ間フィルタリング

機能以外のもの 

（略） （略）   この機能を利用するＶＰＮグループと、

代表契約者があらかじめ指定する他のＶ

ＰＮグループとの間の通信を可能とする

機能 

（略） （略）  

 備考   備考  

 １〜３ （略）   １〜３ （略）  

 

      ２－２－１－５ ＶＰＮ間フィルタリング機能 

 

      ２－２－１－５ 削除 

 ⽉額     

 区   分 単 位 料 金 額       

 この機能を利用するＶＰＮグ

ループと、代表契約者があらか

じめ指定する他のＶＰＮグル

ープとの間の通信を可能とす

る機能であって、そのＶＰＮグ

ループ間の通信においてパケ

ットフィルタリングを設定す

るもの 

基本額 １のＶＰＮグル

ープごとに 

15,000円 

(16,500円) 

       

 加算額 １のＶＰＮグル

ープにつき設定

する15のパケッ

トフィルタリン

グの条件を超え

る１のパケット

フィルタリング

の条件ごとに 

1,000円 

(1,100円) 

       

 備考     

 １ 当社は、代表契約者に限り、この機能を提供します。 

２ 代表契約者があらかじめ指定する他のＶＰＮグループは、Universal Oneサ

ービスに係るもの又は当社のUniversal Oneサービス契約約款（第２編及び第

３編）に規定するＩＰ伝送サービスに係るものであって、そのＶＰＮグループ

に係るＶＰＮグループ代表者が、この機能又はこの機能に相当する付加機能を

利用するものとします。 

    

 ３ この機能の申込みにあたっては、設定するパケットフィルタリングの条件を

あらかじめ通知していただきます。 
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 ４ 次に掲げる通信の区分に係る回線契約者はこの機能による通信を行うこと

ができません。 

    

 (1) ギャランティアクセス（品目が音声伝送のものに限ります。） 

(2) ギャランティ（イーサ専用）アクセス（ＶＬＡＮ多重機能を利用してＶ

ＰＮサービスとの混在多重を行うものを除きます。） 

(3) ギャランティ（フレキシブルイーサ専用）アクセス 

    

 

      ２－２－１－６〜２－２－１－10 （略） 

 

      ２－２－１－６〜２－２－１－10 （略） 

  

  

第３表 附帯サービスに関する料金 

 第３ 回線制御装置使用料 

  １ 適用 

第３表 附帯サービスに関する料金 

 第３ 回線制御装置使用料 

  １ 適用 

 区  分 内         容   区  分 内         容  

 回線制御装置の

種別等に係る料

金の適用 

ア （略） 

イ 当社は、回線制御装置使用料を適用するにあたって、次表

のとおり回線制御装置の種類を定めます。 

 Universal Oneターミナル等に係るもの 

  回線制御装置の

種別等に係る料

金の適用 

ア （略） 

イ 当社は、回線制御装置使用料を適用するにあたって、次表

のとおり回線制御装置の種類を定めます。 

 Universal Oneターミナル等に係るもの 

 

   種  類 内   容      種  類 内   容   

   現 

用 

Universal One

ターミナル 

（略）      現 

用 

Universal One

ターミナル 

（略）   

   機 Communicatio

n ターミナル 

（略）      機 Communicatio

n ターミナル 

（略）   

    Universal One

ターミナル Ｌ２

アダプター 

レイヤーの区別がレイヤー

２に係る契約者回線等を収

容するもの 

          

   予 

備 

機 

Universal One

ターミナル コー

ルドスタンバイ 

（略）      予 

備 

機 

Universal One

ターミナル コー

ルドスタンバイ 

（略）   
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    Communicatio

n ターミナル 

コールドスタン

バイ 

（略）       Communicatio

n ターミナル 

コールドスタン

バイ 

（略）   

    Universal One

ターミナル Ｌ２

アダプター コー

ルドスタンバイ 

Universal Oneターミナル 

Ｌ２アダプターと同等のも

のであって、通常使用するU

niversal Oneターミナル Ｌ

２アダプターを使用するこ

とができない状態となった

場合の予備機として、通常は

使用されないことを前提に

電源を切った状態で設置さ

れるもの 

          

   備考      備考   

   １〜２ （略）      １〜２ （略）   

   ３ 当社は、回線契約者（ギャランティアクセスのイ

ーサタイプ（ＮＴＴ東⽇本・西⽇本ＩＷ利用）に係

る者を除きます。）に限り、Universal Oneターミ

ナル Ｌ２アダプター及びUniversal Oneターミ

ナル Ｌ２アダプター コールドスタンバイを提供

します。 

     ３ 削除   

   ４〜６ （略）      ４〜６ （略）   

  ウ〜エ （略）    ウ〜エ （略）  

 

  ２ 料金額 

   ２－１ Universal Oneターミナル等に係るもの 

    ２－１－１ ２－１－２及び２－１－３以外のもの 

 

  ２ 料金額 

   ２－１ Universal Oneターミナル等に係るもの 

    ２－１－１ ２－１－２及び２－１－３以外のもの 

 【現用機】   【現用機】  

 区   分 単 位 料 金 額   区   分 単 位 料 金 額  

 Universal Oneタ

ーミナル 

（略） （略） （略）   Universal Oneタ

ーミナル 

（略） （略） （略）  
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 Communication 

ターミナル 

（略） （略） （略）   Communication 

ターミナル 

（略） （略） （略）  

 Universal Oneタ

ーミナル Ｌ２ア

ダプター 

Ａ型 １台ごとに⽉額 2,000円 

(2,200円) 

       

 Ｂ型 １台ごとに⽉額 5,000円 

(5,500円) 

       

  Ｃ型 １台ごとに⽉額 10,000円 

(11,000円) 

       

  

【予備機】 

   

【予備機】 

 

 区   分 単 位 料 金 額       

 Universal Oneタ

ーミナル コール

ドスタンバイ 

（略） （略） （略）   Universal Oneタ

ーミナル コール

ドスタンバイ 

（略） （略） （略）  

 Communication 

ターミナル コー

ルドスタンバイ 

（略） （略） （略）   Communication 

ターミナル コー

ルドスタンバイ 

（略） （略） （略）  

 Universal Oneタ

ーミナル Ｌ２ア

ダプター コール

ドスタンバイ 

Ａ型 １台ごとに⽉額 2,000円 

(2,200円) 

       

 Ｂ型 １台ごとに⽉額 5,000円 

(5,500円) 

       

  Ｃ型 １台ごとに⽉額 10,000円 

(11,000円) 

       

    ２－１－２〜２－１－３ （略） 

   ２－２ （略） 

    ２－１－２〜２－１－３ （略） 

   ２－２ （略） 

  

  

 

料金表別表 

１ 契約者回線等の二重化に係る提供条件 

 

料金表別表 

１ 契約者回線等の二重化に係る提供条件 

(1) （略） (1) （略） 
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(2) レイヤーの区別がレイヤー２の場合 

 

(2) レイヤーの区別がレイヤー２の場合 

ア〜エ （略） ア〜エ （略） 

オ アからエまでに定めるほか、メイン契約とバックアップ契約との組合せについて

は、次表に掲げるところによります。(略) 

オ アからエまでに定めるほか、メイン契約とバックアップ契約との組合せについて

は、次表に掲げるところによります。 

 項番等 通信の区分 品目 回線制御装置   項番等 通信の区分 品目 回線制御装置  

 １ Ｍ ギャランティ １M〜100M L2ADP-A/C/無   １ Ｍ ギャランティ １M〜100M 無  

  Ｂ ギャランティ メイン以下 L2ADP-A/C/無    Ｂ ギャランティ メイン以下 無  

 ２ Ｍ ギャランティ 200M〜１G L2ADP-B/C/無   ２ Ｍ ギャランティ 200M〜１G 無  

  Ｂ ギャランティ メイン以下 

(１M〜100M) 

L2ADP-A/C/無    Ｂ ギャランティ メイン以下 

(１M〜100M) 

無  

 ３ Ｍ ギャランティ 200M〜１G L2ADP-B/C/無   ３ Ｍ ギャランティ 200M〜１G 無  

  Ｂ ギャランティ メイン以下 

(200M〜１G) 

L2ADP-B/C/無    Ｂ ギャランティ メイン以下 

(200M〜１G) 

無  

 ４ (略) （略） （略） （略）   ４ (略) （略） （略） （略）  

 ５ 削除   ５ 削除  

 ６ 削除   ６ 削除  

 ７ 削除   ７ 削除  

 ８ Ｍ ギャランティ １M〜100M L2ADP-A/C/無   ８ Ｍ ギャランティ １M〜100M 無  

  Ｂ ベストエフォート ― 無    Ｂ ベストエフォート ― 無  

 ９ Ｍ ギャランティ 200M〜１G L2ADP-B/C/無   ９ Ｍ ギャランティ 200M〜１G 無  

  Ｂ ベストエフォート ― 無    Ｂ ベストエフォート ― 無  

 10 (略) （略） （略） （略）   10 (略) （略） （略） （略）  

 11 削除   11 削除  

 12 削除   12 削除  

 13 削除   13 削除  

 

カ オの表の用語のうち、次表左欄に示すものは、それぞれ、同表右欄に示す用語の略

称として又は同表右欄に示す意味で使用しています。 

 

カ オの表の用語のうち、次表左欄に示すものは、それぞれ、同表右欄に示す用語の略

称として又は同表右欄に示す意味で使用しています。 

 上表における用語 本来の用語又は用語の意味   上表における用語 本来の用語又は用語の意味  

 (ア)〜(ケ) （略） （略）   (ア)〜(ケ) （略） （略）  

 (コ) L2ADP-A Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ａ型   (コ) 削除  
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 (サ) L2ADP-B Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ｂ型   (サ) 削除  

 (シ) L2ADP-C Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ｃ型   (シ) 削除  

 (ス) （略） （略）   (ス) （略） （略）  

 

キ （略） 

 

キ （略） 

 

ク オの表に定めるほか、回線制御装置については、次のとおりとします。 

(ア) Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ｃ型とそれ以外の回線制御装置

とを組み合わせることはできません。 

(イ) メイン契約において回線制御装置を利用しない場合は、バックアップ契約に

おいても利用しないものとします。 

(ウ) 回線制御装置の利用区分（センター利用又は拠点利用）を拠点利用とする場合

は、Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ｃ型を利用することはできませ

ん。 

(エ) ＶＬＡＮ多重機能を利用する場合、ＶＬＡＮ多重機能の提供を受ける回線契

約については、Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ｃ型を利用するもの

とします。 

(オ) 契約者回線等による区分がＮＴＴ東⽇本・西⽇本ＩＷ利用であるときは、Un

iversal Oneターミナル Ｌ２アダプターを利用することはできません。 
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２ セット割引 

 

２ セット割引 

(1) 当社は、回線契約者が、次表に掲げるUniversal Oneサービスを合わせて利用する

場合は、料金表第１表（料金）に規定する定額通信料（メイン契約に係るものに限りま

す。）の額から次表に規定する額を割り引くセット割引を行います。 

ア レイヤーの区別がレイヤー３の場合 

(1) 当社は、回線契約者が、次表に掲げるUniversal Oneサービスを合わせて利用する

場合は、料金表第１表（料金）に規定する定額通信料（メイン契約に係るものに限りま

す。）の額から次表に規定する額を割り引くセット割引を行います。 

ア レイヤーの区別がレイヤー３の場合 

 （略）   （略）  

 

イ レイヤーの区別がレイヤー２の場合 

 

イ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (1)の表における次の用語は、それぞれ右に示す用語の略称として使用しています。 

 

(2) (1)の表における次の用語は、それぞれ右に示す用語の略称として使用しています。 
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ア〜セ （略） 

ソ L2ADP-A：Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ａ型 

タ L2ADP-B：Universal Oneターミナル Ｌ２アダプター Ｂ型 

ア〜セ （略） 

  

  

 附 則（令和８年２⽉19⽇ ＣＮＳ１サ第000400015309-01号／令和８年２⽉25⽇ Ｃ

ＮＳ１サ第000400015310-02号） 

 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和８年４⽉１⽇から実施します。 

  （サービスの廃止） 

２ 当社は、令和８年４⽉１⽇付で、次に掲げるUniversal Oneサービス及びＩＰ伝送サ

ービスの付加機能等を廃止します。 

 (1) Universal Oneサービス 

ア 付加機能 代表契約に係るもの インターネット接続機能 ＧＷ型 

イ 付加機能 代表契約に係るもの ＶＰＮ間フィルタリング機能 

ウ 附帯サービス 回線契約に係るもの 回線制御装置 Universal Oneターミナル

 Ｌ２アダプター（コールドスタンバイを含みます。） 

 (2) ＩＰ伝送サービス 

ア 付加機能 ＶＰＮサービスに係るもの 優先制御機能 クラスの種類が３クラス

のもの 

イ 付加機能 ＶＰＮサービスに係るもの ＶＰＮグループ間通信機能 パケットフ

ィルタリングの設定が可能なもの 

ウ 付加機能 ＶＰＮサービスに係るもの フィルタリング機能 ＢＧＰ経路制御型 

エ 付加機能 ＶＰＮサービスに係るもの フィルタリング機能 ＩＰアドレス制御

型 

オ 国際ＶＰＮサービス アクセスタイプ３ 

  （経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているＩＰ伝送サービス（Ｖ

ＰＮサービスに限ります。以下この附則において同じとします。）に関する料金その他の

提供条件については、なお従前のとおりとします。 

 ただし、次に掲げるサービスメニュー等に関する料金その他の提供条件を除きます。 

・この改正規定の実施により廃止される第２項第２号に定める付加機能等 
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 ４ 前項の規定にかかわらず、当社は、改正前の規定により適用しているＩＰ伝送サービ

スの加算料について、令和８年４⽉１⽇以降、次に掲げる料金額を適用します。 

  【加算料】アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに係るものに限ります。）に係るもの 

  (1) 臨時ＶＰＮ契約以外の契約に係るもの 

    １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）  

     他社接続契約者回線の品目 料  金  額  

     64kb/sのもの 32,000円(35,200円)  

     128kb/sのもの 56,000円(61,600円)  

    備考  

    １ 当社は、令和８年４⽉１⽇から令和９年３⽉31⽇までの期間に限り、この料

金額を適用します。 

 

    ２ 当社は、令和９年４⽉１⽇以降の加算料については、別途算定することとし

ます。 

 

   (2) 臨時ＶＰＮ契約に係るもの 

    １の臨時ＶＰＮ契約ごとに（⽇額）  

     区     分 料  金  額  

     アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに

係るものに限ります。）に係るもの 

臨時ＶＰＮ契約以外の契約に係るものと

みなした場合に適用される料金額の10

分の１ 

 

 ５ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

６ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱

いについては、なお従前のとおりとします。 

  

 




